保護者の皆様へ
未熟児養育医療給付制度について
１．未熟児養育医療給付制度とは
　未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

２．給付対象者
　次の条件を全て満たした者とします。
（１）市内に居住地（住民票）を有する満１歳未満の乳児であること。
（２）身体の発育が未熟なまま出生し、出生直後に次に掲げる１）又は２）の症状を有しているもの。ただし、２）については、身体の発育が未熟であるために現れる症状であり、生活力が特に希薄であることが要件。
	１）出生時の体重
	２，０００ｇ以下

	２）
次に掲げる症状を示すもの
	ア　一般状態
	①運動不安・けいれん　　②運動異常

	
	イ　体　温
	①摂氏３４度以下

	
	ウ　呼吸器、循環器
	①強度のチアノーゼが持続　
②チアノーゼ発作を繰り返す
③呼吸数が毎分５０以上で増加傾向か又は毎分３０分以下のもの
④出血傾向の強いもの

	
	エ　消化器系
	①生後２４時間以上排便のないもの
②生後４８時間以上嘔吐が持続しているもの
③血性吐物、血性便のあるもの

	
	オ　黄 (おう)　疸 (だん)
	生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄 (おう)疸 (だん)のあるもの


（３）指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものであること。

３．対象となる医療費
  未熟児の養育に必要な入院治療について、診察・医学的処置・治療費等で健康保険法で対象とする医療が給付対象となります。
　　※　通院・退院後通院費用や再入院は対象外。院外処方は対象。

４．実施医療機関（指定養育医療機関）
  未熟児養育医療給付の対象となる入院治療実施医療機関は、母子保健法第20条第5項の規定に基づき指定された病院、診療所又は薬局である必要があります。
   国立医療機関……厚生労働大臣が指定
   その他の医療機関……知事が指定

５．養育医療給付の有効期間
 　養育医療意見書に記載された医療開始日から医療終了見込日までとなります。ただし、満1歳の
誕生日の前々日までを限度とします。




６．申請手続き
申請者（保護者）が次に掲げる必要書類を健康推進課（保健センター）に提出し申請します。
（原則、入院治療開始日から60日以内に申請が必要。）
　○必要書類（新規申請）
	①養育医療給付（新規・継続）申請書（様式第1号）
	

	②養育医療意見書（新規・継続）（様式第2号）
	指定医療機関証明のもの

	③世帯調書（様式第3号）
	

	④受給対象者（受療者）の医療保険各法の記号・番号が分かるもの（原本又は写し）
	例：健康保険資格確認書

	⑤志摩市福祉医療費受給資格証（原本又は写し）
	対象者のみ提出

	⑥志摩市福祉医療費助成金受領に係る委任状兼承諾書
	

	⑦受給対象者及び保護者の個人番号カード
	

	志摩市で住民票、世帯の課税状況、生活保護受給の有無などが確認できなかった場合などは、次の書類を提出していただく必要があります。
　・世帯の市民税所得割額等を証明する書類
　・世帯全員の住民票
　・生活保護受給者の場合は、生活保護受給者証明書



７．申請後の流れ
（１）養育医療券の発行
　　養育医療給付が決定されると、「養育医療給付（新規・継続）決定通知書」と「養育医療券」が市から郵送されます。そのうち「養育医療券」を入院治療中の指定養育医療機関へ提出してください。
（２）自己負担金
　　未熟児養育医療給付制度の対象となる医療費（健康保険対象のもの）については、市が負担するため、医療機関の窓口では医療費を支払っていただく必要はありませんが、対象児の属する世帯の所得税額や入院日数などに応じ、自己負担金が発生します。
　　※　未熟児養育医療給付制度で支払う自己負担金は、「志摩市福祉医療費助成制度」の対象となります。従って、「志摩市福祉医療費助成制度」の対象となる方は、「志摩市福祉医療費助成金受領に係る委任状兼承諾書」を健康推進課（保健センター）に提出することにより、申請者に代わり福祉医療の担当部署に請求し、当該自己負担金に充当します。
　ご注意：申請者等が加入されている医療保険より附加給付金が支給される場合や、「志摩市福祉医療費助成制度」の対象外となる方は自己負担金への充当ができないため、健康推進課（保健センター）より納入通知書を発行しますので、最寄りの金融機関等でお支払ください。
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　次の場合などは、保健センターへご連絡ください。
　・対象児や申請者の住所が変更となった場合
　・対象児の加入する健康保険が変更となった場合
　・医療を継続する場合
　・世帯構成員が変更となった場合
お問い合わせ
志摩市健康推進課（保健センター）
電　話 ０５９９－４４－１１００
ＦＡＸ ０５９９－４４－１１０２



